工事承諾書

　　　　年　　月　　日

（申請者）　　　　　　　　　殿

号室に附属する共用部分（窓枠、窓ガラスその他の開口部）の改良工事については、各区分所有者の責任と負担において実施することを可能としており、当該工事を実施することを承認します。

（条件）

　例）外観の色味を大きく変えないこと

　　　　　　　　　　管理組合

理事長　　　　　　　　　　　


